
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
に
」
を
「
こ
の
号
及
び
次
号
に
」
に
、
「
こ
の
号
及
び
次
号
」
を
「
こ
の
項
」
に
、

「
同
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
を
取
り
付
け
る
こ
と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
」
を
「
又
は
位
置

特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
付
け
る
こ

と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
」
に
、
「
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
」
を
「
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置

等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二　

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
（
当
該
装
置
を
識
別
す
る
情
報
を
送
信
す

る
機
能
を
有
し
、
当
該
装
置
の
周
辺
に
お
い
て
当
該
情
報
を
受
信
し
た
識
別
情
報
送
受
信
装
置
（
位
置
情
報
記
録
・
送
信

装
置
そ
の
他
の
装
置
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
を
受
信
し
、
及
び
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
位
置
に
係

る
位
置
情
報
を
利
用
し
て
、
そ
の
所
在
す
る
地
点
又
は
区
域
の
位
置
を
特
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
装
置
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ
れ
た
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
を
含

む
。
）
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
。 

 
 



第
四
条
第
一
項
中
「
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
を
さ
れ
た
と
し
て
当
該
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報

無
承
諾
取
得
等
に
係
る
警
告
を
求
め
る
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
」
を
削
り
、
「
と
き
は
」
の

下
に
「
、
そ
の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
」
を
「
当
該

警
告
に
係
る
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
当
該
相
手
方
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四
条
第
四
項
中
「
警
告
」
を
「
第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
警
告
」
に
、
「
第
一
項
の
」
を
「
当
該
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
申
出
の
受
理
及
び
」
を
削
る
。 

第
五
条
第
六
項
中
「
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
申
出
を
し
た
者
」
を
「
禁
止

命
令
等
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
当
該
相
手
方
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
五
条
第
九
項
中
「
事
案
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 
 

　

第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間
の
延
長
の
処
分
に
つ
い
て
準

10
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
項
中
「
第
一
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
特
定
相
手
方
情
報
の
提
供
の
禁
止
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い

て
「
特
定
相
手
方
情
報
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２　

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
又
は
禁
止
命
令
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
警
告
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
警
告
等
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
に
係
る
情
報
を
保
有
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
し
て

い
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
手
方
情
報
保
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
警
告
等
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
現
に

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
当
該
相
手
方
に
係
る
特
定
相
手
方
情
報
を
提
供
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
相
手
方
情
報
保
有
者
等
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

提
供
の
相
手
方
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
通
知
し
て
、
当
該
提
供
を
行
わ
な
い
よ
う

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
本
部
長
等
は
、
当
該
相
手
方
情
報
保
有
者
等
に
対
し
、
当
該
通
知
に

係
る
事
項
を
み
だ
り
に
第
三
者
に
漏
ら
さ
な
い
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

第
九
条
第
三
項
中
「
住
民
は
、
」
を
「
住
民
並
び
に
」
に
改
め
、
「
相
手
方
」
の
下
に
「
を
雇
用
す
る
者
及
び
当
該
相
手
方

が
就
学
す
る
学
校
の
長
は
、
当
該
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
の
申
出
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
第
三
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改

め
る
。 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
同
項
の
」
を
「
若
し
く
は
当
該
」
に
改
め
、
「
事
案
に
関
す
る
」
を
削
り
、
「
住
所
若
し
く
は

居
所
若
し
く
は
当
該
禁
止
命
令
等
及
び
第
五
条
第
二
項
の
聴
聞
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
」
を
「
現

在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
相
手
方
の
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
、

当
該
行
為
を
し
た
者
の
現
在
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
事
案
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
一

項
の
申
出
を
し
た
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は
当
該
申
出
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
」
を

「
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
の
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
相
手
方
の
当
該
行
為
が
行
わ

れ
た
時
に
お
け
る
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
行
為
を
し
た
者
の
現
在
」
に
改
め
る
。 

附　

則　

 

（
施
行
期
日
） 



 
 

１　

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一　

附
則
第
三
項
の
規
定　

公
布
の
日 

二　

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定　

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日 

（
通
知
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
六
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
後
に
し
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
命
令
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
命
令
等
に
係
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

３　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）

は
、
政
令
で
定
め
る
。



 
 



 
 

理　

由 

最
近
に
お
け
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
実
情
に
鑑
み
、
紛
失
時
に
お
け
る
発
見
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
識
別
情
報
を
送
信
す

る
機
能
を
有
す
る
装
置
の
位
置
情
報
を
、
当
該
装
置
を
所
持
す
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
取
得
す
る
行
為
等
を
規
制
の
対
象
に

加
え
る
と
と
も
に
、
警
告
等
に
係
る
違
反
行
為
の
相
手
方
に
係
る
一
定
の
情
報
の
保
有
等
を
す
る
者
が
当
該
警
告
等
を
受
け
た

者
に
対
し
て
当
該
情
報
を
提
供
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
措
置
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


